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司法行政文書開示通知書

平成31年2月28日付け（同年3月1日受付，最高裁秘書第1122号）で申

出のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしまし

たので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

平成26会計年度における協議会等開催計画（片面で6枚）

開示の実施方法

写しの送付
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担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



平成26会計年度における協議会等開催計画
(中央協議会等）
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長官，所長会|司’ 6月18日．
19日

当而の司法行政上の諸問題 高栽長官、地・家裁所長2日 総務局 84人

長官事務打合せ2 12月3日．
4日

司法行政上の諸問題 高裁長官

P

総務局2日 8人
~

3 長官事務打合せ 司法行政上の諸問題3月12日 高裁長官 総務局1日 8人

高裁総務課長等事務打合せ4 11月19日 総務事務全般の連絡協議 高裁の総務課長及び文書企画官1日 総務局 16人

高裁首席講記官事務打合せ
Ｆ
ｎ
Ｕ 11月7日 認記官事務全般の連絡協議 高裁の民事首席書記官及び刑事首席書記官1日 総務局 16人

人事関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

6 人事行政等事務全般の連絡協議5月 高裁事務局次長2日 人事局 8人

人事事務打合せ（高裁人事課長）7 10月 人事行政事務全般の連絡協議2日 高裁人事課長及び同諜企画官又は同課課長補佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

人事事務打合せ（高裁人事課長）8 2月 人事行政事務全般の連絡協議2日 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

9 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

9月 ＝ 経理行政等事務全般の連絡協議2日 高裁事務局次長 経理局 8人

経理関係等事務打合せ（高裁率務局次
長）

10 経理行政等事務全般の連絡協議2月 21ヨ 高裁蕊務局次長 経理局 8人

経理事務打合せ（高裁会計課長）l1 10月 経理行政事務全般の連絡協議2日 高裁会計課長及び同課企画官又は同諜課長補佐の
うちいずれか1人

経理局 16人

12 経理事務打合せ（高裁会計課長）
』

2月 経理行政事務全般の連絡協議2日 高裁会計課長及び同課企画官又は同諜課長補佐の
うちいずｵ1か1人

経理局 16人

調停委員協艤会及び調停委員表彰式13 10月23日 調停制度の在り方に関し考慮すべき事項
最高裁長官表彰

1日 民事調停委員家事調停委員１
２

民事局
家庭局

58人

執行関係事務打合せ14 執行官の監督及び事件処理並びに不動産鑑定評
価に関し考慮すべき事項

1． 1月 1日 高裁所在地にある各地裁，検浜，さいたま、千
葉，京都及び神戸各地裁の民事執行事件を担当す
る裁判官各1人，民事首席書記官又は民事次席書
記官のいずれか1人、総括執行官各1人(ただ
し．子燕取条約実施法に基づく解放実施にかかる
事件の係属状況に応じ、協議員を出席させる地裁
を追加する可能性がある。 ）

民事局 39人

●
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所管局課 総人員

首席家庭裁判所調査官事務打合せ'5 5月 高裁の所在地にある家裁の首席家庭裁判所訓査
官が行う澗盤事務に関し考慮すべき事項

1日 高裁所在地にある家裁の首席家庭裁判所調査官 家庭局 8人

少年事件担当裁判官協議会

家事事件担当裁判官協識会

'6 7月 改正少年法の運用に関する事項0． 5日 少年事件を担当する裁判官 家庭局 14人

■－－

'7 5月16日 家事調停事件の運営に関する事項
■、 姉

家事調停事件を担当する裁判官0． 51ヨ 家庭局 18人
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ロ
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平成26会計年度における協議会等開催計画
(ブロック協議会等）

I 一言

協雛員雲一 開＃脚也

＝〒1

1
1

番
号
－
１

会期
『

|総人員
所管局
諜

測馴 開催時期 協議事項

広報担当者協議会 12月～翌年1月 1裁判員裁判に関する報道対応について
2適宜、適切な報道対応を行う上での留
意事項について －
3報道機関や一般国民に対し，迅速かつ
適切な情報提供を図り，充実した広報活動
を展開する上で考慮すべき事項

1 高裁の総務課長，同課課長補佐及
び広報係長
遇地裁及び家裁の総務課長（小規模
庁等で地家裁のいずれか一方の総務課
長を総務（広報）担当課長とする庁に
ついては，荷裁の判断により、同課長
のみを協識員とすることも可）

0． 5日 各高裁所在地から開催地
を選定予定（合同開催）

広報課 124人

’
ﾛ

■

首席番記官等協議会2 1月～2月 書記官事務について、首席書記官として考
慮すべき事項等

高地家裁の首席書記官及び地家裁の部
総括裁判官（具体的な対象範囲は未
定）

1日 各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

人事関係事務協議会3 6月～7月 人事事務の処理に関し考慮すべき事項 高裁の事務局次長及び人事課長．地・
家裁の事務局長

1B 各高裁 人事局 116人

人事管理協議会4 9月～10月 人事管理上の諸問魑1日 高裁の事務局次長及び人事課長，地・
家裁の事務局次長

各高裁 人事局 約130
人I

経理関係事務協議会5 6月～7月 経理事務の処理に関し考慮すべき事項0． 5日 高裁の事務局次長及び会計課長，地・
家裁の事務局長

各高裁 経理局 111人『

会計課長協議会6 1月～2月 予算の適正執行及び効率的執行に関し、考
慮すべき事項

高裁の事務局次長会計課長及び同課
企画宮地・家裁の会計課長

1日 各高裁所在地から開催地
を複猿選定予定（合同開
催）

経理局 77人

I D I

簡易裁判所民事実務研
究会

7 各地裁で決定
（6月～翌年3月）

簡裁の調停制度及び司法委員制度の運用に
関し実務上考癒すべき事項

1日～

21ヨ
簡裁の裁判官及び書記官，民事調停委
員，司法委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

新任民事調停委員研修
会

8 各地裁で決定
(原則として4月～7
月）

民事調停事件の処理に必要な基礎的知識の
習得

新任民事調停委員2日 各地裁 民事局 各地裁で
決定

新任民事調停委員ケー
ス研究会

9 各地裁で決定（6月
～翌年3月）

民事調停事件の処理につき事例研究の方法
による実賎的な知識及び技術の習得

1日 新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

民事調停委員研究会 各地裁で決定
（6月～翌年3月）

1(1 民事調停事件の処理につき必要な基礎的知
識及び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

11ﾖー

2日
各地裁 各地裁で

決定

民事局

民事訓停委員ケース研
究会

各地裁で決定
（6月～翌年3月）

l」 民事調停事件の処理につき事例研究の方法
による実践的な知識及び技術の習得

民事調停委員1日～

2日
各地裁 民事局 各地裁で

決定

調停運営協議会及び調
停委員表彰式

12 各藏裁で決定
（9月～11月）

1 民事・家事調停の運営に関し考慮すべ
き事項
2高裁長官表彰

1日 各地裁及び家裁管内の調停協会におい
て指導的地位にある調停委員

各高裁 民事局
家庭局

各高裁で
決定
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鑑定委員協議会 開催する地裁で決定
（6月～]､2月）

借地非訟事件の処理に関し考慮すべき事項 東京及び大阪各地裁の鑑定委員1日 開催する地裁で決定 民事局 開催する
地裁で決
定

新任司法委員研修会 各地裁で決定
（1月～3月）

14 司法委員としての職務につき必要な基礎的
知識の習得

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

0． 5日

司法委員研究会l5 各地裁で決定

（6月～翌年3月）
司法委員としての職務につき必要な実朧的
知織及び技能の習得

司法委員 各地裁 民事局 各地裁で
決定

1日～

2日
毒

民事事件担当裁判官協
議会

16 12月～翌年2月 民事訴訟の審理運営等に関し考慮すべき事
項

各高裁の民事事件を担当する裁判官
（開催地高裁は各2人、その他は各1
人）及び各地裁の民事事件を担当する
裁判官各2人（部総括及び右陪席）

各高裁

（一部合同開催で4開
催，開催地未定）

民事局1日 112人

管財人等協議会17 各地裁で決定
（9月～翌年3月）

倒産事件の管財業務等の処理に関し考慮す
べき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件
の監督委員及び個人再生委員、会社更
生事件の管財人等

各地裁1日 民事局 各地裁で
決定

簡易裁判所民事事件担
当裁判官等協議会

18 1簡易裁判所の本来の撫能を活性化する
ための方策等．
2充実した民事調停事件の運用を図るた
めの方策等

9月～10月 各地方裁判所本庁併置簡裁の民事事件
を担当する裁判官1人（東京，大阪，
京都，名古屋及び福|冊の各簡裁は各2
人。なお，訴訟事件担当裁判官及び調
停事件担当裁判官1名ずつ）
上記簡裁を管轄する地裁（東京，大
阪，名古屋福|聞及び札I幌を除く。 ）
の民事首席書記官又は民事次席書記官
のいずれか1人並びに東京簡裁民事首
席書記官及び大阪。名古屋，福岡及び
札幌の各簡裁首席審記官1人

各高裁(合同開催）
東京（東京，高松）
大阪（大阪，福岡）
名古屋（名古屋，広島）
札幌（札幌．仙台）

1日 民事局 105人

1 0

■

刑事躯件担当裁判官協
議会

19 1月 職判員制度の運用に関し考慮すべき事項 高・地裁の裁判官1日 （合同開催） 3高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 68人

刑事鑑定研究会』20 各地裁で決定

（6月～翌年3月）
刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学識経験者並びに地裁の裁判官及び書

記官

各地裁0． 5日 刑事局 各地裁で

決定

心神喪失者等医療観察
法関係研究協議会

21 各地裁で決定

（10月～翌年3
月）

医療観察事件の処理上問題となる事項及び
実体的な判断の在り方に関して考慮すべき
事項

精神保健判定医及びI卿保健参与員候
補者並びに地裁の裁判官

0． 5日 各地裁 刑事局 各地裁で
決定

■ ■

犯罪被害者等の置かれ

た立場峨況等に関す
る理解を深めるための
研究会

22 各満裁で決定
（6月～翌年3月）

犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏ま
え、犯罪被害音等の置かれた立場、状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有識
者等並びに高裁，同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地・家
裁から最低限裁判官．書記官各1人に
参加してもらう予定）

0． 5日 各高裁 刑事局
家庭局

各高裁で
決定

6 1 。
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法廷通訳基礎研修 各地裁で決定
（4月～翌年3月）

法廷通訳経験のない又は少ない初級レベル
の通訳人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知識・技能の習得

呼会鱒議蓋話'笠軍議性：
備えていると認められ届省又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び書記官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定

1日

24 法廷通訳セミナー 各高裁で決定
（6月～翌年3月）

通訳人候袖者並びに高栽及び開催地の
地裁の裁判官及び書記官

各高裁所在地にある地裁
（東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁
が定める管内の地裁）

各高裁で
決定

中級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知識-．技能の習得、
刑事局2日

夕

法廷通訳フオローアッ
プセミナー

26 東京．大阪各高裁で
決定
（9月～翌年3月）

上級レベルの通訳人候補者を対象とした法
廷通訳に必要な知識・技能の習得

通訳人候補音並びに東京，大阪各高裁

及び東京，大阪各地裁の裁判官及び書
記官

東京、大阪各地裁 刑事局 各高裁で
決定

2日

26 刑の一部執行猶予制度
等の導入に伴う協議会

各地裁で決定（10
月～翌年3月）

刑の一部執行猶予制度等の導入に関し考慮
すべき事項

地裁の裁判官並びに保謹観察所及び矯
｜

正施設の職員

各地裁 刑事局0. 5EI 各地裁で

決定

労働審判員研修会27 各地裁で決定
（4月～6月）

労働審判事件の処理に必要な基礎的知識の
習得

新任労働審判員 各地裁1日 行政局 各地裁で
決定

労働審判員研究会28 各地裁で決定
（原則として9月～
12月）

労働審判事件の処理に必要な専門的知識の
習得

労働審判員 各地裁1日 行政局 各地裁で
決定

29 知的財産権訴訟研究会 知的財産権訴訟について考慮すべき実務上
の諸問題

10月 知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東

京及び大阪各地裁の知的財産権関係事
件を担当する裁判官
（注）主催は知財商裁

東京高裁
（知財高裁）

0． 5日 行政局 22人

＝

知的財職灌関係事州旦
当専門委員実務研究会

30 知的財産権関係事件における専門委員の関
与の在り方

1 1月～12月 1 知財碕裁の裁判官並びに東京及び
大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官
2知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
（注）主催は知財高裁

東京高裁
（知財高裁）

0． 5日 行政局 知財高裁
で決定

』
可 ■ ■

新任家事調停委員研修
会

31 各家裁で決定
（原則として4月～
7月）

家事調停事件の処理につき必要な基礎的知
識の習得

新任家事調停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

1日～

2日

家事調停委員研究会32 各家裁で決定
（6月～翌年3月）

家躯調停事件の処理につき必要な専門的知
識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部1日～

2日

家庭局 各家裁で
決定

ー－ローー一一一一一一一

家事調停委員ケース研
究会

各家裁で決定
（6月～翌年3月）

33 家事調停事件の処理につき事例研究の方法
による必要な知識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部1日～

2日
家庭局 各家裁で

決定’
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1 所管局

課
種別 開催時期 会期 協蹴事項 協議員等 開催地 総人員

邑

家庭裁判所家事実務研
究会

各家裁で決定
（6月～翌年3月）

家事事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家裁訓査
官，家事調停委員，参与員

各家裁の本庁又は支部1日～

2日

家庭局 各家裁で
決定

家事関係機関との連絡
協議会

35 開催自体も各家裁で
決定

（5月～翌年3月）

家事事件の処理に関して連絡調整を要する
事項

1日～
2日

家裁の裁判官及び書記官，家裁調査

官，福祉・医療関係その他の協議事項

騨蕊識鶴蕊製騨認似か

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

■~

少年保謹関係機関等と
の連絡協議会

36 開催自体も各家裁で
決定
（5月～翌年3月）

少年事件の取扱い上連絡調盤を必要とする
事項

1日～

3日
家裁の裁判官及び書記官，家裁調査

蟇関壜繍申群縄薑塞騨
の実情等を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

新任参与員研修会 各家裁で決定
（1月～3月）

37 家事審判事件及び人事訴訟轆件の処理につ
き必要な基礎的知識の習得

新任参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁で決定
・
へ日
日
１
２

家庭局 各家裁で
決定

参与員研究会38 各家識で決定

（6月～翌年3月）
家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につ
き必要な専門的知識の習得

1日～

2日
参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

首席家庭裁判所調査官
協議会
39 1家庭裁判所調査官の調査事務等に関し

考慮すべき事項
:2首席家庭裁判所調査官の執務に|渕し考
慮すべき事項

1月～2月 首席家庭裁判所調査官1日 （合同開催）※予定
東京（東京，仙台）
阪（大阪，札幌） ，
屋（名古屋，高松）
岡（福岡，広島）

家庭局 50人

，大

名古
，福

■I■■■■■■■

40 家事事件担当裁判官等
協議会

各高裁で決定
（1月～2月）

家事事件手続法の運用上の諸問題 淘裁管内の家裁において家事事件を担
当する裁判官､謡記官及び家裁調査官

1日
｡

ー

各高裁

（一部合同開催で6庁開
催，開催地未定）

家庭局 各高裁で
決定

』
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